
固定資産課税台帳の縦覧 三
月
十
日
か
ら

　
　
二
十
九
日
ま
で

今
年
は
基
準
年
度

価格の措置とは？
登
録
価
格
の
審
査
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に
つ
い
て

固定資産税の

納
税
管
理
人
は

　
　
　
申
告
し
ま
し
ょ
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納
税
管
理
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を

　
定
め
ら
れ
な
い
人
は
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こ
れ
か
ら
は

基
準
年
度
毎
に
申
告

納税管理人申告書

苦になる税金納めて笑顔妻の節約・夫の納税

縦覧場所 縦覧期間

審査

請求

受理

期間


